
 

（準用） 

第 41条 第 34条から第 35条の２まで及び第 36条の２から前条までの規定は、体育館、講堂その他

の防火対象物を一時的に劇場等、展示場又はディスコ等の用途に供する場合について準用する。  

 

【解釈及び運用】 

１  本条は、体育館、講堂その他本来は他の用途に使用されている防火対象物又はその一部を、一時

的に劇場等、展示場又はディスコ等の用途に使用する場合においても、劇場等、展示場又はディス

コ等の避難管理に関する規定が準用される旨を規定したものである。  

２  「一時的に」とは、本来の用途に使用することを一旦停止して、限られた期間だけ、他の用途に

使用し、その後は再び本来の用途に復することが明らかな場合をいう。  

３  本条は、いわゆる仮設建築物たる劇場等、展示場又はディスコ等について規定したものではな

い。本条の防火対象物は、他に本来の用途を有しているものであるのに対し、仮設建築物たる劇場

等、展示場又はディスコ等は、他に用途を有しないから、劇場等、展示場又はディスコ等自体にほ

かならず、第 34条、第 35条等において既に措置済みであるからである。  

４  本条による第 34条第１号及び第 35条第１号の規定の準用の結果、一時的に劇場等の用途に供さ

れる防火対象物についても、いす席の場合は、原則として床に固定しなければならないことにな

る。しかし、この種の防火対象物は、使用形態が多様なものであるから、第 35条の２の適用の余地

が大きいものと思われる。例えば、長いす又はパイプいすを数脚連結したものを使用する場合など

が含まれる。 

 


